
新 潟 県 柏 崎 市 企 業 立 地 促 進 助 成 金 交 付 要 綱  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 本 市 に お け る 企 業 立 地 を 促 進 す る た め 、 企 業 が

対 象 地 域 内 に お い て 操 業 す る 場 合 で 、 一 定 の 条 件 を 満 た す と き に 、

当 該 企 業 に 対 し て 、 そ の 土 地 の 取 得 費 若 し く は 賃 借 料 又 は 設 備 投 資

に 係 る 経 費 に つ い て 、 助 成 金 を 交 付 す る こ と に つ い て 、 新 潟 県 柏 崎

市 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 昭 和 ５ ０ 年 規 則 第 ２ ９ 号 。 以 下 「 交 付 規 則 」

と い う 。 ） に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各

号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

⑴  企 業  次 に 掲 げ る 者 を い う 。  

ア  市 外 に 主 た る 事 業 所 を 有 し 、 市 内 に 工 場 等 を 有 し て い な い 者

で 、 新 た に 工 場 等 を 取 得 す る も の  

イ  市 内 に 工 場 等 を 有 す る 者 で 、 事 業 規 模 の 拡 大 を 目 的 と し て 、

既 存 工 場 等 の ほ か に 、 新 た に 工 場 等 を 取 得 す る も の 又 は 既 存 工

場 等 の 敷 地 と 一 体 利 用 と し て 認 め ら れ る 土 地 に 工 場 等 を 拡 充 す

る も の  

ウ  市 内 に 工 場 等 を 有 す る 者 で 、 当 該 工 場 等 の 全 部 を 廃 止 し て 、

工 場 等 を 移 転 す る も の  

⑵  工 場 等  次 に 掲 げ る 事 業 の 用 に 供 す る 建 物 及 び 構 築 物 を い う 。  

ア  製 造 業 （ 統 計 法 （ 平 成 １ ９ 年 法 律 第 ５ ３ 号 ） 第 ２ 条 第 ９ 項 に

規 定 す る 統 計 基 準 で あ る 日 本 標 準 産 業 分 類 で 製 造 業 に 分 類 さ れ

る 事 業 を い う 。 ）  

イ  地 域 経 済 牽 引 事 業 の 促 進 に よ る 地 域 の 成 長 発 展 の 基 盤 強 化 に

関 す る 法 律 （ 平 成 １ ９ 年 法 律 第 ４ ０ 号 ） 第 １ ３ 条 の 規 定 に 基 づ

き 新 潟 県 知 事 の 承 認 を 受 け た 地 域 経 済 牽 引 事 業 計 画 に 従 っ て 実

施 さ れ る 事 業 （ 統 計 法 第 ２ 条 第 ９ 項 に 規 定 す る 統 計 基 準 で あ る

日 本 標 準 産 業 分 類 で 電 気 業 に 分 類 さ れ る 事 業 を 除 く 。 ）  

⑶  新 規 常 用 雇 用 者  工 場 等 の 操 業 に 伴 い 、 当 該 工 場 等 に お い て 新

た に 常 用 雇 用 （ 市 外 の 事 業 所 か ら の 転 籍 を 含 む 。 ） さ れ た 市 内 に

住 所 を 有 す る 者 で 、 雇 用 保 険 の 一 般 被 保 険 者 で あ る も の を い う 。  



⑷  対 象 地 域  新 潟 県 柏 崎 市 企 業 振 興 条 例（ 令 和 ３ 年 条 例 第 ４ ９ 号 ）

（ 以 下「 条 例 」と い う 。）第 ７ 条 第 ２ 項 各 号 に 掲 げ る も の を い う 。  

（ 助 成 対 象 者 ）  

第 ３ 条  助 成 金 の 交 付 対 象 者 は 、 対 象 地 域 内 に 設 置 し た 工 場 等 （ 以 下

「 助 成 対 象 工 場 等 」 と い う 。 ） の 操 業 を 開 始 し た 企 業 で あ っ て 、 次

の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る も の と す る 。  

⑴   助 成 対 象 工 場 等 の 敷 地 で あ る 土 地 が 、操 業 を 開 始 し た 日 前 ３ 年

以 内 に 新 た に 取 得 し 、又 は 賃 借 若 し く は 使 用 貸 借（ 市 長 が 特 に 認

め る 場 合 に 限 る 。 ） し た も の で 、 か つ 、 そ の 面 積 が 、 １ ， ０ ０ ０

平 方 メ ー ト ル 以 上（ 対 象 地 域 内 か ら の 移 転 に あ っ て は 、そ の 面 積

が 、移 転 前 の 敷 地 面 積 よ り １ ，０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 増 加 し た

場 合 に 限 る 。 ） で あ る こ と 。  

⑵  助 成 対 象 工 場 等 の 操 業 開 始 時 に お い て 、 新 規 常 用 雇 用 者 が あ る

こ と 。  

（ 助 成 対 象 経 費 ）  

第 ４ 条  助 成 対 象 経 費 は 、 助 成 対 象 工 場 等 に 係 る 用 地 取 得 費 若 し く は

賃 借 料 又 は 設 備 投 資 に 係 る 経 費 （ 以 下 「 設 備 投 資 額 」 と い う 。 ） と

す る 。 た だ し 、 用 地 取 得 費 又 は 設 備 投 資 額 に 対 す る 他 の 補 助 金 等 が

あ る 場 合 は 、 当 該 補 助 金 等 相 当 額 を 控 除 す る も の と す る 。  

（ 用 地 取 得 費 及 び 設 備 投 資 額 に 係 る 助 成 金 の 額 等 ）  

第 ５ 条  用 地 取 得 費 に 係 る 助 成 金 の 額 は 、 助 成 対 象 経 費 に 次 の 表 の 左

欄 に 掲 げ る 対 象 地 域 及 び 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 新 規 常 用 雇 用 者 の 数 に

応 じ 、 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 率 を 乗 じ た 額 （ １ ， ０ ０ ０ 円 未 満 の 端 数

が 生 じ た と き は 、こ れ を 切 り 捨 て た 額 ）と し 、１ 億 円 を 限 度 と す る 。   

対 象 地 域   新 規 常 用 雇 用 者  助 成 率  
条 例 第 ７ 条 第 ２ 項 第
１ 号 か ら 第 ３ 号 ま で
に 掲 げ る も の  

１ 人 以 上  ２ ０ ％  

条 例 第 ７ 条 第 ２ 項 第
４ 号 に 掲 げ る も の の
う ち 、 国 有 地 及 び 公
有 地  

１ ～ ４ 人  ２ ０ ％  
５ ～ ９ 人  ２ ５ ％  
１ ０ ～ １ ９ 人  ３ ０ ％  
２ ０ ～ ４ ９ 人  ４ ０ ％  
５ ０ 人 以 上  ５ ０ ％  

２  前 項 の 助 成 金 の 交 付 申 請 は 、 助 成 対 象 工 場 等 の 操 業 開 始 の 日 以 降

と し 、 土 地 の 取 得 の 日 か ら ３ 年 以 内 の 期 間 と す る 。  

３  条 例 第 ７ 条 第 ２ 項 第 ４ 号 に 掲 げ る も の の う ち 、 国 有 地 及 び 公 有 地



に お い て 操 業 し た 場 合 、 第 １ 項 の 助 成 金 の 交 付 を 受 け た 後 に 、 新 規

常 用 雇 用 者 の 増 加 に よ り 、 当 該 助 成 金 の 助 成 率 が 変 更 と な る 場 合 に

お い て は 、 当 該 土 地 を 取 得 し た 日 か ら 起 算 し て ３ 年 以 内 の 期 間 内 に

お い て 、 新 た な 助 成 率 で 算 出 し た 額 と 既 に 交 付 を 受 け た 額 と の 差 額

を 助 成 金 と し て 交 付 す る こ と が で き る 。  

４  設 備 投 資 額 に 係 る 助 成 金 の 額 は 、 助 成 対 象 工 場 等 の 操 業 の た め に

新 た に 取 得 し た 工 場 等 及 び そ の 附 属 設 備 並 び に 機 械 及 び 装 置 の 取 得

費 に 、 第 １ 項 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 対 象 地 域 及 び 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る

新 規 常 用 雇 用 者 の 数 に 応 じ 、同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 率 を 乗 じ た 額（ １ ，

０ ０ ０ 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て た 額 ） と し 、

３ ， ０ ０ ０ 万 円 を 限 度 と す る 。  

５  前 項 の 設 備 投 資 額 に 係 る 助 成 金 に つ い て は 、 第 ３ 項 の 規 定 を 適 用

す る 。  

（ 賃 借 料 に 係 る 助 成 金 の 額 等 ）  

第 ６ 条  賃 借 料 に 係 る 助 成 金 の 額 は 、 助 成 対 象 経 費 に 前 条 第 １ 項 の 表

の 中 欄 に 掲 げ る 新 規 常 用 雇 用 者 の 数 に 応 じ 、 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 率

を 乗 じ た 額（ １ ，０ ０ ０ 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た と き は 、こ れ を 切 り 捨

て た 額 ） と し 、 １ 億 円 を 限 度 と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 助 成 金 の 交 付 期 間 は 、 操 業 の 日 の 属 す る 月 以 降

５ 年 以 内 の 期 間 と す る 。  

３  第 １ 項 の 助 成 金 は １ 年 を 単 位 に 交 付 す る も の と し 、 助 成 金 の 算 定

に 用 い る 新 規 常 用 雇 用 者 の 数 は 、 操 業 時 の 新 規 常 用 雇 用 者 の 数 と す

る 。  

４  前 項 の 場 合 に お い て 、 条 例 第 ７ 条 第 ２ 項 第 ４ 号 に 掲 げ る も の の う

ち 、 国 有 地 及 び 公 有 地 に お い て 操 業 し 、 操 業 時 の 新 規 常 用 雇 用 者 の

数 を 超 え る 月 が あ っ た 場 合 に お い て は 、 そ の 月 の 新 規 常 用 雇 用 者 の

数 を 助 成 金 の 算 定 に 用 い る こ と が で き 、 そ の 月 の 属 す る 年 度 の 助 成

金 を 新 た な 助 成 率 で 算 出 し た 額 で 交 付 す る こ と が で き る 。  

（ 賃 借 料 に 係 る 助 成 金 の 特 例 ）  

第 ６ 条 の ２  助 成 金 の 交 付 対 象 者 が 第 ２ 条 第 １ 号 ア に 該 当 す る と き は 、

前 条 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 賃 借 料 に 係 る 助 成 金 の 額 は 、 助 成

対 象 経 費 の 額 と す る 。  



２  前 項 の 規 定 に よ る 助 成 金 の 交 付 期 間 は 、 操 業 の 日 の 属 す る 月 以 降

１ ０ 年 以 内 の 期 間 と す る 。  

３  第 １ 項 の 助 成 金 は 、 １ 年 を 単 位 に 交 付 す る も の と す る 。  

４  助 成 金 の 交 付 対 象 者 が 第 ３ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 市 長 が 特 に 認 め る

場 合 に 該 当 す る と き は 、 土 地 に 対 す る 賃 借 料 の ほ か 建 物 に 対 す る 賃

借 料 を 助 成 対 象 経 費 と し 、 助 成 金 の 額 は 、 前 条 の 規 定 を 準 用 す る 。  

（ 新 規 常 用 雇 用 者 に 係 る 助 成 金 ）  

第 ７ 条  市 長 は 、 新 規 常 用 雇 用 者 に 係 る 助 成 金 と し て 、 第 ５ 条 第 ２ 項

の 交 付 申 請 時 に お け る 新 規 常 用 雇 用 者 の 数 に 応 じ 、 １ 人 当 た り １ ０

万 円 を 交 付 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 ２ ， ０ ０ ０ 万 円 を 上 限 と す

る 。  

（ 助 成 金 の 返 還 ）  

第 ８ 条  市 長 は 、 助 成 金 の 交 付 を 受 け た 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該

当 す る と き は 、 期 限 を 定 め 、 そ の 全 部 又 は 一 部 の 返 還 を 求 め る こ と

が で き る 。  

⑴  虚 偽 又 は 不 正 の 手 段 に よ り 助 成 金 の 交 付 を 受 け た と き 。  

⑵  操 業 を 開 始 し た 日 後 １ ０ 年 以 内 に 事 業 を 休 止 し 、 又 は 廃 止 し た

と き 。た だ し 、や む を 得 な い 理 由 に よ る 場 合 は 、こ の 限 り で な い 。  

⑶  交 付 規 則 又 は こ の 要 綱 に 違 反 す る 行 為 が あ っ た と き 。  

（ 助 成 金 の 経 理 ）  

第 ９ 条  助 成 金 の 交 付 を 受 け た 者 は 、 当 該 事 業 の 経 理 に つ い て 、 他 の

経 理 と 明 確 に 区 分 し 、 助 成 事 業 に 係 る 収 入 及 び 支 出 を 明 ら か に し た

帳 簿 を 備 え る と と も に 、 当 該 帳 簿 及 び 証 拠 書 類 を ５ 年 間 保 管 し な け

れ ば な ら な い 。  

（ 地 位 の 承 継 ）  

第 １ ０ 条  助 成 金 の 交 付 を 受 け た 企 業 と し て の 地 位 は 、 合 併 そ の 他 特

別 な 理 由 が あ る 場 合 に 限 り 、 承 継 す る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 承 継 を 受 け よ う と す る 者 は 、 あ ら か じ め 、 承 継

承 認 申 請 書 （ 別 記 第 ３ 号 様 式 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 事 業 の 休 止 等 の 届 出 ）  

第 １ １ 条  助 成 金 の 交 付 を 受 け た 者 は 、 操 業 を 開 始 し た 日 後 １ ０ 年 以

内 に 事 業 を 休 止 し 、 又 は 廃 止 し た と き は 、 遅 滞 な く 、 事 業 休 止 （ 廃



止 ）届（ 別 記 第 ４ 号 様 式 ）に よ り 、そ の 旨 を 市 長 に 届 け 出 て 、そ の 指

示 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

（ 様 式 等 ）  

第 １ ２ 条  助 成 金 の 交 付 申 請 書 そ の 他 の 書 類 の 様 式 は 、 次 に 掲 げ る と

お り と す る 。  

⑴  企 業 立 地 促 進 助 成 金 交 付 申 請 書 兼 実 績 報 告 書  別 記 第 １ 号 様 式  

⑵  企 業 立 地 促 進 助 成 金 交 付 決 定 及 び 確 定 通 知 書  別 記 第 ２ 号 様 式  

⑶  承 継 承 認 申 請 書  別 記 第 ３ 号 様 式  

⑷  事 業 休 止 （ 廃 止 ） 届  別 記 第 ４ 号 様 式  

２  前 項 第 １ 号 の 書 類 に は 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な

い 。た だ し 、第 １ 号 か ら 第 ４ 号 ま で の 書 類 は 、最 初 の 申 請 以 後 変 更 が

な い 場 合 は 、２ 回 目 以 降 の 申 請 に つ い て は 、省 略 す る こ と が で き る 。  

⑴  登 記 事 項 証 明 書 及 び 定 款  

⑵  企 業 概 要 又 は 企 業 案 内 パ ン フ レ ッ ト 等  

⑶  工 場 等 建 設 図 面 及 び 機 械 装 置 仕 様 書 等  

⑷  土 地 売 買 契 約 書 若 し く は 土 地 賃 貸 借 契 約 書 の 写 し 又 は 建 築 工 事

請 負 契 約 書 若 し く は 建 物 賃 貸 借 契 約 書 の 写 し  

⑸  領 収 書 等 の 支 払 関 係 書 類  

⑹  雇 用 保 険 総 括 表 、 雇 用 保 険 被 保 険 者 資 格 取 得 確 認 通 知 書 等 の 雇

用 関 係 書 類  

⑺  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

３  賃 借 料 に 係 る 助 成 金 の 第 １ 項 第 １ 号 の 書 類 の 提 出 期 限 は 、 次 の と

お り と す る 。   

年 度 区 分  対 象 と な る 賃 借 料  期 限  
初 年 度  操 業 を 開 始 し た 日 の 属 す る 月 か ら 当 該

年 度 の ３ 月 ま で に 係 る 賃 借 料  
２ 月 末 日 ま で  

第 ２ 年 度 か ら
第 ５ 年 度  

４ 月 か ら 翌 年 ３ 月 ま で に 係 る 賃 借 料  毎 年 ２ 月 末 日
ま で  

第 ６ 年 度  第 ５ 年 度 ま で の 助 成 金 対 象 月 数 が ６ ０
月 に 満 た な い 場 合 の ４ 月 か ら そ の 満 た
な い 月 数 ま で に 係 る 賃 借 料  

助 成 金 の 対 象
と な る 最 終 月
末 日 ま で  

４  第 ６ 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 助 成 金 に 係 る 前 項 の 規 定 の 適 用 に

つ い て は 、前 項 の 表 中「 第 ５ 年 度 」と あ る の は「 第 １ ０ 年 度 」と 、「 第

６ 年 度 」と あ る の は「 第 １ １ 年 度 」と 、「 ６ ０ 月 」と あ る の は「 １ ２

０ 月 」 と す る 。  

（ そ の 他 ）  



第 １ ３ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定

め る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  新 潟 県 柏 崎 市 企 業 立 地 促 進 助 成 金 交 付 要 綱 （ 平 成 １ ９ 年 ３ 月 告 示

第 ２ ４ 号 ） に よ る 助 成 金 の 支 払 に つ い て は 、 平 成 ２ ９ 年 ５ 月 ３ １ 日

ま で の 間 は 、 失 効 後 も な お そ の 効 力 を 有 す る 。  

 （ 失 効 ）  

３  こ の 要 綱 は 、令 和 ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 限 り 、そ の 効 力 を 失 う 。た だ し 、

助 成 金 の 支 払 に つ い て は 、 令 和 ９ 年 ５ 月 ３ １ 日 ま で の 間 は 、 な お そ

の 効 力 を 有 す る 。  

   附  則 （ 平 成 ３ １ 年 ３ 月 ７ 日 ）  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  改 正 後 の 新 潟 県 柏 崎 市 企 業 立 地 促 進 助 成 金 交 付 要 綱 の 規 定 は 、 平

成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 以 後 の 分 に つ い て 適 用 し 、 そ れ 以 前 の 申 請 に つ い

て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

 附  則 （ 令 和 ２ 年 ３ 月 ２ ７ 日 ）  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  改 正 後 の 新 潟 県 柏 崎 市 企 業 立 地 促 進 助 成 金 交 付 要 綱 の 規 定 は 、 令

和 ２ 年 ４ 月 １ 日 以 後 に 申 請 す る 助 成 金 に つ い て 適 用 し 、 そ れ 以 前 の

申 請 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

 附  則 （ 令 和 ２ 年 ４ 月 ３ ０ 日 ）  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 ３ ０ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  改 正 後 の 新 潟 県 柏 崎 市 企 業 立 地 促 進 助 成 金 交 付 要 綱 の 規 定 は 、 令



和 ２ 年 ４ 月 ３ ０ 日 以 後 に 申 請 す る 助 成 金 に つ い て 適 用 し 、 そ れ 以 前

の 申 請 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

 附  則 （ 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 ）    

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  改 正 後 の 新 潟 県 柏 崎 市 企 業 立 地 促 進 助 成 金 交 付 要 綱 の 規 定 は 、 令

和 ３ 年 ４ 月 １ 日 以 後 に 申 請 す る 助 成 金 に つ い て 適 用 し 、 そ れ 以 前 の

申 請 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

附  則 （ 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 ）  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  改 正 後 の 新 潟 県 柏 崎 市 企 業 立 地 促 進 助 成 金 交 付 要 綱 の 規 定 は 、

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 以 後 に 助 成 対 象 工 場 等 の 敷 地 で あ る 土 地 を 取

得 し た も の の 助 成 金 に 係 る 申 請 に つ い て 適 用 し 、 令 和 ４ 年 ３ 月 ３

１ 日 以 前 に 助 成 対 象 工 場 等 の 敷 地 で あ る 土 地 を 取 得 し た も の の

助 成 金 に 係 る 申 請 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

３  こ の 要 綱 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 要 綱 の 新 潟 県 柏 崎 市 企 業 立

地 促 進 助 成 金 交 付 要 綱 の 規 定 に よ っ て な さ れ た 手 続 又 は 提 出 さ

れ た 書 類 は 、 そ れ ぞ れ 改 正 後 の 新 潟 県 柏 崎 市 企 業 立 地 促 進 助 成 金

交 付 要 綱 の 規 定 に よ っ て な さ れ た 手 続 又 は 提 出 さ れ た 書 類 と み

な す 。  

４  こ の 要 綱 の 施 行 の 際 改 正 前 の そ れ ぞ れ の 様 式 に よ る 用 紙 で 現

に 残 存 す る も の は 、当 分 の 間 、そ の ま ま 使 用 し 、又 は 所 要 の 修 正 を

加 え て 使 用 す る こ と が で き る 。  

附  則 （ 令 和 ６ 年 ２ 月 ２ ０ 日 ）  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ６ 年 ２ 月 ２ ０ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 ）  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


